
 

答 

１ 法人が地震等の災害時に当該法人の施設、事業所等の復旧、復興に充てるた

めに積み立てる資金は、その資金の目的である活動をいつ行うのかという具

体的な見込みを立てることが一般的には困難です。したがって、災害時に備え

て法人の施設、事業所等の復旧、復興に充てるために積み立てる資金については、

目的と金額の合理的な見積りが難しいことから、特定費用準備資金の要件を充た

すことは難しいものと考えられます（問Ⅴ－３－④参照）。 

 

２ ただし、特定費用準備資金として積み立てられない場合でも、当該法人の施

設、事業所等の復旧、復興に充てるための資金を合理的に見積もった範囲で貸

借対照表上の特定資産として表示する場合には、公益目的事業に必要な活動

の用に供する財産（公益法人認定法施行規則第 22 条第３項第２号）として、

遊休財産額の対象から除外されます。 

 

３ また、災害救援等を事業として定款に位置付けている法人が災害等発生時

の緊急支援のための備えを過去の実績や類例等から合理的に見積ることがで

きる場合には、特定費用準備資金の要件を充たすことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問Ⅴ‐３‐⑤（公益目的事業比率） 

 法人が、地震、火災等災害時に備えて積み立てる資金は、特定費用準備資金

の対象となるのでしょうか。 



 


